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「 第 4 期 消 費 者 基 本 計 画 （ 案 ）」 に 関 す る 意 見  

 

       適 格 消 費 者 団 体 N P O 法 人 京 都 消 費 者 契 約 ネ ッ ト ワ ー ク  

 

 「 第 4 期 消 費 者 基 本 計 画 （ 案 ）」 に つ い て 以 下 の 通 り 意 見 を 述 べ る 。  

 

1 ．消 費 者 基 本 計 画 は 消 費 者 の 安 全・安 心 の た め に 必 要 な 施 策 が カ バ ー さ れ

る べ き も の で あ り 、 消 費 者 行 政 や 消 費 者 庁 の 現 状 の 体 制 ・ 力 量 に 制 約 さ れ

な い も の と す べ き で あ る 。（ 全 般 ）  

 

 消 費 者 基 本 計 画 は 、消 費 者 政 策 推 進 の 基 盤 と な る 大 変 重 要 な 計 画 で す が 、

今 回 の 「 第 4 期 消 費 者 基 本 計 画 （ 案 ）」 で は 、 以 下 記 述 す る よ う に 、「 着 実

な 法 整 備 」「 す き 間 事 案 へ の 対 応 」「 地 方 消 費 者 行 政 や 適 格 消 費 者 団 体 へ の

財 政 支 援 」な ど に つ い て 、「 消 費 者 行 政 の 司 令 塔 」と し て 、き わ め て 不 十 分

な 記 述 と な っ て い ま す 。し か し こ れ ら の 課 題 へ の 対 応 こ そ 、「消 費 者 行 政 の

司 令 塔 」 と し て 消 費 者 庁 に 期 待 さ れ る も の で す 。  

 消 費 者 庁 の「 司 令 塔 と し て の 役 割 」は 消 費 者 政 策 推 進 の 根 幹 で す 。「 司 令

塔 」 に は 消 費 者 課 題 を 全 方 位 的 に 見 渡 し つ つ 、 個 別 事 案 に も 柔 軟 か つ 速 や

か に 対 処 で き る 機 能 ・ 能 力 が 必 要 だ と 考 え ま す 。 こ の 両 面 が 重 要 で あ り 、

計 画 策 定 に あ た っ て は 、「消 費 者 基 本 計 画 は 政 府 全 体 の 消 費 者 政 策 に 関 す る

計 画 で あ り 、 そ の 推 進 に お い て 、 消 費 者 庁 所 管 案 件 は も ち ろ ん 、 他 省 庁 所

管 案 件 に も 消 費 者 視 点 で 刺 さ り こ ん で い く の が 消 費 者 行 政 の 司 令 塔 と し て

消 費 者 庁 に 期 待 さ れ る 役 割 で あ る 」 と い う 視 点 こ そ 欠 け て は な ら な い も の

だ と 考 え ま す 。  

 計 画 全 般 を 通 じ て 、 消 費 者 庁 の 現 状 の 体 制 ・ 力 量 を 前 提 と す る の で は な

く 、 消 費 生 活 の 安 全 ・ 安 心 の た め に 必 要 な 施 策 が カ バ ー さ れ た 内 容 と す る

べ き で す 。  

 

２ ．消 費 者 被 害 の 防 止 に 関 し て 、「厳 格 な 法 執 行 」に 加 え 、「着 実 な 法 整 備 」

の 記 述 を 加 筆 す る べ き で あ る 。（ 第 3 章 2 （ 1 ） ① ）  

 

 昨 年 8 月 に 意 見 募 集 が 行 わ れ た「 第 4 期 消 費 者 基 本 計 画 の 構 成（ 案 ）」に

は 、「 政 策 推 進 の 基 本 的 な 方 向 」の 中 に「 着 実 な 法 整 備 と 執 行 力 の 強 化 」が



位 置 づ け ら れ て い ま し た が 、 今 回 の 案 で は 「 着 実 な 法 整 備 」 の 記 述 が 落 ち

て い ま す 。 消 費 者 契 約 法 や 消 費 者 裁 判 手 続 特 例 法 な ど 、 法 律 の 見 直 し 期 限

が 到 来 し て い る 課 題 が あ り ま す 。 ま た 、 こ の 間 の 預 託 商 法 被 害 の 続 発 を ふ

ま え て 預 託 法 改 正 が 検 討 さ れ る べ き で す 。 特 定 商 取 引 法 に つ い て も 、 通 信

販 売 の 定 期 購 入 を め ぐ る 被 害 の 多 発 に 対 応 し た 法 改 正（ 民 亊 効 の 付 与 ）や 、

被 害 実 態 を ふ ま え た 適 用 除 外 分 野 の 見 直 し な ど も 必 要 と 考 え ま す 。 こ の よ

う に 法 整 備 に 係 る 課 題 は 多 く 、「着 実 な 法 整 備 」の 記 述 を 加 筆 す る べ き で す 。 

 あ わ せ て 、今 回 の 案 の 第 3 章 や 第 5 章 で は 、「 消 費 者 被 害 の 防 止 」の 記 述

は あ り ま す が 、「 救 済 」 の 観 点 が 不 足 し て お り 、 追 記 を 検 討 す る べ き で す 。 

 

３ ．地 方 消 費 者 行 政 の 財 政 問 題 に つ い て 、「第 4 期 消 費 者 基 本 計 画 の あ り 方

に 関 す る 検 討 会 」「 地 方 消 費 者 行 政 強 化 作 戦 2 0 2 0 策 定 に 関 す る 懇 談 会 」 報

告 書 を 踏 ま え た 記 述 を 加 筆 す る べ き で あ る 。（ 第 4 章 （ 3 ） お よ び 第 5 章 5

（ 3 ））  

 

 消 費 者 庁「 第 4 期 消 費 者 基 本 計 画 の あ り 方 に 関 す る 検 討 会 」報 告 書 で は 、

「 地 方 の 消 費 者 行 政 の 推 進 に 必 要 な 財 源 を ど の よ う に 確 保 ・ 充 実 し て い く

の か 、第 4 期 消 費 者 基 本 計 画 に お い て 検 討 す る 」と さ れ 、「 地 方 公 共 団 体 が

一 定 期 限 ま で に 安 定 的 な 地 方 の 一 般 財 源 に 裏 付 け ら れ た 消 費 者 行 政 基 盤 を

確 立 す る た め の 方 策 を 講 ず る 」「専 ら 消 費 者 行 政 関 係 施 策 に 充 て ら れ る 財 源

確 保 に 向 け て 検 討 」 が 挙 げ ら れ て い ま し た 。  

 ま た 、消 費 者 庁「 地 方 消 費 者 行 政 強 化 作 戦 2 0 2 0 策 定 に 関 す る 懇 談 会 」報

告 書 で は 、「国・地 方 公 共 団 体 共 に 必 要 な 財 源 が 確 保 さ れ る よ う 取 り 組 む 必

要 が あ る 」と し て 、「 消 費 者 庁 は 、平 成  3 0  年 の 消 費 者 契 約 法 の 一 部 を 改 正

す る 法 律 案 に 対 す る 附 帯 決 議 等 も 踏 ま え 、 財 政 支 援 策 の 検 討 を 進 め る 」 と

の 記 述 も 盛 り 込 ま れ て い ま し た 。  

 消 費 者 庁 の 役 割 と し て 、 自 治 体 の 自 主 財 源 確 保 を 支 援 す る だ け で な く 、

上 記 の 報 告 書 を 踏 ま え た 記 述 を 加 筆 す る べ き で す 。  

 

４ ． い わ ゆ る 「 す き 間 事 案 」 に 消 費 者 庁 が 積 極 的 に 対 応 す る 旨 の 記 述 を 加

筆 す る べ き で あ る 。（ 第 4 章 （ 4））  

 

 消 費 者 庁「 第 4 期 消 費 者 基 本 計 画 の あ り 方 に 関 す る 検 討 会 」報 告 書 で は 、

「 取 引 の 多 様 化 ・ 複 雑 化 等 へ の 迅 速 ・ 的 確 な 対 応 」の 項 で 、「 ど の 省 庁 等 の

所 掌 に も 属 さ な い 事 業 ・ サ ー ビ ス に 対 し て の 積 極 的 対 応 」 が 挙 げ ら れ て い



ま し た 。  

 こ れ に 対 し 、今 回 の 案 で は す き 間 事 案 へ の 対 応 に つ い て 、「 事 業 者 ・ 事 業

者 団 体 の 自 主 規 制 に 消 費 者 行 政 の 視 点 を 反 映 す る 取 組 を 進 め る 」 と い う 記

述 に と ど ま っ て い ま す が 、 消 費 者 庁 が 「 消 費 者 行 政 の 司 令 塔 」 と し て 、 消

費 者 安 全 法 を 活 用 し て 積 極 的 に 対 応 す る 旨 も 加 筆 す る べ き で す 。  

 

５ ．「行 政 に よ る 経 済 的 不 利 益 賦 課 制 度 及 び 財 産 の 隠 匿・散 逸 防 止 策 の 具 体

化 」 を 加 筆 す る べ き で あ る 。（ 第 5 章 1 （ 2 ） ① ）  

 

 継 続 し て 事 業 を 営 む 意 思 な く 消 費 者 と 契 約 し 金 銭 を 詐 取 す る 類 の 被 害 は

引 き 続 き 多 発 し て い ま す 。 こ の よ う な 事 案 の 多 く は 、 相 手 方 の 資 産 が 押 さ

え ら れ な い た め 民 事 的 手 続 き で の 被 害 回 復 が 困 難 で す 。 実 効 的 な 被 害 回 復

を 図 る に は 、 行 政 に よ る 事 業 者 の 財 産 保 全 制 度 が 重 要 で す 。 消 費 者 庁 で は

「 消 費 者 の 財 産 被 害 に 係 る 行 政 手 法 研 究 会 」（ 平 成 2 3 年 1 0 月 ～ 平 成 2 5 年

6 月 ）で 、行 政 に よ る 経 済 的 不 利 益 賦 課 制 度 及 び 財 産 の 隠 匿・散 逸 防 止 策 に

つ い て の 検 討 も 行 わ れ て お り 、 こ の 具 体 化 が 必 要 で す 。 こ の こ と も 加 筆 す

る べ き で あ る 。  

 

６ ．「販 売 預 託 商 法 に 対 す る 規 制 強 化 の た め の 法 改 正 」を 課 題 と し て 明 示 す

る べ き で あ る 。（ 第 5 章 1 （ 2 ） ① ）  

 

 安 愚 楽 牧 場 事 件 、ジ ャ パ ン ラ イ フ 事 件 、 W I L L 事 件 と 、悪 質 な「 販 売 預 託

商 法 」 に よ る 被 害 が 続 い て い ま す 。 現 行 法 に よ る 規 制 及 び 事 後 的 民 事 的 方

法 で は 、被 害 の 拡 大 防 止 や 回 復 が 著 し く 困 難 で す 。「 い わ ゆ る『 販 売 預 託 商

法 』 に 関 す る 消 費 者 問 題 に つ い て の 消 費 者 委 員 会 意 見 」（ 令 和 元 年 8 月 3 0

日 消 費 者 委 員 会 ） で も 提 起 さ れ て い る 通 り 、 禁 止 行 為 の 法 定 と 民 事 効 の 付

与 、元 本 保 証 の 禁 止 及 び 犯 罪 収 益 の 没 収 、並 び に 参 入 規 制 導 入 の 検 討 な ど 、

課 題 と し て 法 整 備 に つ い て 明 示 す る こ と を 強 く 求 め ま す 。  

 

７ ．「適 格 消 費 者 団 体 へ の 財 政 支 援 」を 加 筆 す る べ き で あ る 。（第 5 章 1（ 4））  

 

 今 回 の 案 で は 適 格 消 費 者 団 体 へ の 財 政 支 援 に 関 す る 記 述 と し て は 、「団 体

を 支 援 す る 民 間 基 金 の 周 知 ・ 広 報 」 の み で す が 、 適 格 消 費 者 団 体 の 公 益 的

活 動 に 対 す る 国 の 財 政 支 援 の 必 要 性 に つ い て は 、 消 費 者 庁 及 び 消 費 者 委 員

会 設 置 法 の 附 則 ・ 附 帯 決 議 や 、 改 正 消 費 者 契 約 法 等 の 附 帯 決 議 に も 位 置 付



け ら れ て お り 、 こ の 具 体 化 が 必 要 で す 。 ま た 、 地 方 公 共 団 体 に よ る 支 援 に

つ い て も 重 要 で す 。 活 動 す れ ば す る ほ ど 財 政 が 逼 迫 し て い く 適 格 消 費 者 団

体 の 財 政 問 題 は き わ め て 深 刻 で あ り 、 こ れ ら の 点 を 加 筆 す る べ き で す 。  

 

８ .「 消 費 者 団 体 の 活 性 化 ・ 機 能 強 化 」 に つ い て 、 よ り 具 体 的 に 加 筆 す る べ

き で あ る 。（ 第 5 章 5 （ 1 ））  

 

 「 第 4 期 消 費 者 基 本 計 画 の あ り 方 に 関 す る 検 討 会 」報 告 書 で は 、「 消 費 者

団 体 の 活 性 化 ・ 機 能 強 化 」と し て 、「 今 後 は 消 費 者 団 体 の 活 性 化 と 機 能 強 化

の 両 方 を 実 現 す る た め に 関 係 者 が 連 携 し て 対 策 を 講 ず る 必 要 が あ る 」「時 代

の 状 況 に 対 応 し た 消 費 者 団 体 の 活 性 化 に つ い て は 、 消 費 者 団 体 と 行 政 、 事

業 者 が 連 携 し て 政 策 的 に 検 討 す る 場 が 必 要 で あ る 」 と 記 述 さ れ て お り 、 こ

の 具 体 化 に 期 待 し ま す 。 こ の こ と も 今 回 の 案 に 加 筆 す る べ き で あ る 。  

以 上  

 


